
くまもとふるさと食の名人による探究学習支援 

 

 

 

※「くまもとふるさと食の名人」とは、郷土の伝統料理等について卓越した知識・経験・技術等を有し、

伝承活動等に取り組んでいる人を熊本県知事が認定するものです。 地域でふるさと食の普及啓発活動

をされています。 

 

● 対象団体 

県内の中・高等学校等  

 

● 内 容 

（１）県内の中、高等学校等で行われる食文化に関する探究学習について、農村地域での訪問学習

やくまもとふるさと食の名人（食の名人）による郷土料理の調理実習等の支援を行います。 

（２）県から委託を受ける事業者（学校支援事業者）が探究学習の実施・運営について支援を行い

ます。また、探究学習を行う際に発生する経費※（訪問学習の際の交通費、調理実習の際の材

料費の一部等）を支援します。 

※１校あたり５万円程度（別途食の名人に対する謝金及び旅費をこちらからお支払いします）。 

※予算の範囲内での対応となりますので、ご希望に添えない場合があることを予めご容赦くださ

い。 

 

探究学習の流れ（例） 

【課題の設定】    【情報の収集】     【整理・分析】   【まとめ・表現】 

① 事前学習 → ②訪問学習、調理実習等※ → ③事後学習 → ④成果の発信・蓄積 

                                   （発表会等） 

※訪問学習、調理実習等では、四季折々の農作業や祭礼、行事等について現地で学んだり、郷

土料理の調理手順や技等について、食の名人から直接指導を受けることができます。 

 

 

● 実施期間  

  令和８年（2026 年）７月（予定）～令和 9 年（2027 年）２月 

熊本の食文化について「くまもとふるさと食の名人※」が探究学習の支

援を行います。 



 

● 実施条件等 

 ・ 調理実習の場合、会場※、食材（一部を負担いただくことがあります）、消耗品、

調理用具等を用意できること 

※会場は実習室等、調理に必要な設備と器具が備わっている必要があります 

・ 実施後のアンケート及び情報発信に協力できること 

 

● 申込方法 

  申込用紙に記入のうえ、下記の提出先へ送付してください。 

 

● 申込期限 

令和８年（2026 年）6 月 15 日（月）午後５時 必着 

 

● 提出先/お問合せ 

  熊本県農林水産部農村振興局 むらづくり課 

  農村環境・棚田振興班  ( 担当：山口、沼田) 

   〒８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺６－１８－１ 

  電話：０９６－３３３－２３７８  

Email: yamaguchi-m@pref.kumamoto.lg.jp 


